
【 山口県社会福祉法人経営者協議会 会員情報登録票 】 
  
このたびは本会にご入会いただきまして、ありがとうございます。会費請求に関する元データと

いたしますので、下記の事項について御記入のうえ、ＦＡＸにて返信をお願いします。 
 

※経営する施設が８つ以上の場合は別紙（様式自由）にて御提出ください。 
 

山口県社会福祉法人経営者協議会 FAX 083-924-2798 

法人名 
（フリガナ） 法人設立認可年月日 
 昭和 

・     年  月  日 
平成 

法人代表者 
（フリガナ） 経営協施設数 
 

法人所在地

（本部） 
〒   －      
 

電話番号（    ）    －      ＦＡＸ（    ）    －     

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：   

Web ｻｲﾄ ：http://               

※別紙【「施設数」の考え方】に基づいて御記入ください。 

経営する 
施設 

 

施設名 
（フリガナ） 定員 
  

施設名 
（フリガナ） 定員 
  

施設名 
（フリガナ） 定員 
  

施設名 
（フリガナ） 定員 
  

施設名 
（フリガナ） 定員 
  

施設名 
（フリガナ） 定員 
  

施設名 
（フリガナ） 定員 
  

施設名 
（フリガナ） 定員 
  



 
「施設数」の考え方について 

 

山口県社会福祉法人経営者協議会 

 

 

【記入にあたっての留意事項】 

 

■会員法人が経営する日中の定員が２０名以上の次の施設又

は事業（事業所）を全て記入してください。 

 

○老人福祉施設 

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム（地域密着型特別養護老人ホー

ム含む）、軽費老人ホーム、デイサービスセンター（施設に併設している

場合も含む）、サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能型居宅介護

事業所等 

但し、ショートステイ、グループホームは含みません。 

 

○障害福祉施設及び事業所（日中活動事業） 

障害者支援施設、療養介護事業所、生活介護事業所、自立訓練（機能

訓練・生活訓練）事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、

多機能型事業所等 

但し、ケアホーム、グループホーム、ショートステイは含みません。 

 

○保護施設 

 救護施設 

 

○児童福祉施設 

保育所、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、福祉型障

害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、

障害児通所支援事業所（児童発達支援事業所）等 


